
冬場における「換気の悪い密閉空間」を
改善するための換気の方法

～ 商業施設等の管理者の皆さまへ ～

外気温が低いときに、「換気の悪い密閉空間」を改善する換気と、室温の
低下による健康影響の防止を両立するため、以下の点に留意してください。
 「換気の悪い密閉空間」は新型コロナウイルス感染症のリスク要因の一つに過ぎず、
一人あたりの必要換気量を満たすだけで、感染を確実に予防できるわけではなく、
人が密集した空間や密接な接触を避ける措置を併せて実施する必要があります。

推奨される換気の方法

① 窓の開放による方法

換気機能を持つ冷暖房設備※や機械換気設備が設置されていない、また
は、換気量が十分でない商業施設等は、以下に留意して、窓を開けて換気
してください。
※ 冷暖房設備本体に屋内空気の取り入れ口がある（換気用ダクトにつながっていない）場合、室
内の空気を循環させるだけで、外気の取り入れ機能はないことに注意してください。

 居室の温度および相対湿度を18℃以上かつ40%以上に維持できる範
囲内で、暖房器具を使用※しながら、一方向の窓を常時開けて、連続
的に換気を行うこと。
※ 加湿器を併用することも有効です。

 居室の温度および相対湿度を18℃以上かつ40%以上に維持しようとす
ると、窓を十分に開けられない場合は、窓からの換気と併せて、可搬式の
空気清浄機を併用すること。

 一方向の窓を少しだけ開けて常時換気をする方が、室温変化を抑えられま
す。窓を開ける幅は、居室の温度と相対湿度をこまめに測定しながら調節して
ください。

 人がいない部屋の窓を開け、廊下を経由して、少し暖まった状態の新鮮な空
気を人のいる部屋に取り入れること（二段階換気）も、室温変化を抑えるの
に有効です。

 開けている窓の近くに暖房器具を設置すると、室温の低下を防ぐことができま
すが、燃えやすい物から距離をあけるなど、火災の予防に注意してください。

窓開け換気による室温変化を抑えるポイント

Administrator
スタンプ
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② 機械換気(空気調和設備、機械換気設備)による方法

必要換気量を満たすことのできる機械換気設備等が設置された商業施
設等は、以下のとおり換気を行ってください。
 機械換気設備等の外気取り入れ量等を調整することで、必要換気量
（一人あたり毎時30m3）を確保すること。

 冷暖房設備により、居室の温度および相対湿度を18℃以上かつ
40%以上に維持すること。

必要換気量を満たしているかを確認する方法として、二酸化炭素濃度測定器を使用し、室
内の二酸化炭素濃度が1000ppmを超えていないかを確認することも有効です。

• 測定器は、NDIRセンサーが扱いやすいですが、定期的に校正されたものを使用してください。校
正されていない測定器を使用する場合は、あらかじめ、屋外の二酸化炭素濃度を測定し、測定
値が外気の二酸化炭素濃度（415ppm～450ppm程度）に近いことを確認してください。

• 測定器の位置は、ドア、窓、換気口から離れた場所で、人から少なくとも50cm離れたところにし
てください。

• 測定頻度は、機械換気があり、居室内の人数に大きな変動がない場合、定常状態での二酸
化炭素濃度を定期的に測定すれば十分です。

• 連続測定は、機械換気設備による換気量が十分でない施設等において、窓開けによる換気を
行うときに有効です。連続測定を実施する場合は、測定担当者に測定値に応じてとるべき行動
（窓開け等）をあらかじめ伝えてください。

• 空気清浄機を併用する場合、二酸化炭素濃度測定は空気清浄機の効果を評価するための
適切な評価方法とはならない※ことに留意してください。
※ HEPAフィルタによるろ過式の空気清浄機は、エアロゾル状態のウイルスを含む微粒子を捕集すること
ができますが、二酸化炭素濃度を下げることはできないためです。

 空気清浄機は、HEPAフィルタによるろ過式で、かつ、風量が毎分5m3程
度以上のものを使用すること。

 人の居場所から10m2(６畳)程度の範囲内に空気清浄機を設置すること。

 空気のよどみを発生させないように、外気を取り入れる風向きと空気清浄機の
風向きを一致させること※。
※ 間仕切り等を設置する場合は、空気の流れを妨げない方向や高さとするか、間仕切り等の間
に空気清浄機を設置するなど、空気がよどまないようにしてください。

空気清浄機を併用する際の留意点

参考



厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

外国人労働者の皆さんが職場における感染防止対策の内容を十分に理解
出来るよう、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する
ためのチェックリスト」を10か国語（※）に翻訳しました。

事業主の皆さまは、外国人労働者への教育やミーティングをする機会に、
このチェックリストを活用するなどして、職場の感染症対策の徹底をお願
いします。

※英語、中国語（簡体字）、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、
タイ語、ベトナム語、インドネシア語、カンボジア語、ミャンマー語
（やさしい日本語版もあります。）

職場の新型コロナウイルス感染症対策

外国人労働者の皆さんにも
「正しく伝わっていますか？」

外国人労働者を雇用する事業主の皆さまへ

職場での感染症対策チェックリスト（１０か国語）

外国人労働者は、日本の労働慣行や日本語に習熟していない場合がある
ほか、出身国・出身地域により文化や生活習慣が日本と大きく異なる場合
があります。

そのため、外国人労働者が安心して働くためには、職場における新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防止対策の内容を、正しく理解することがなに
よりも重要です。

外国人労働者の皆さんが、職場内、職場外で感染予防の行動を取ること
が出来るよう、出身国特有の文化や生活習慣もふまえた教育やアドバイス
に努めてください。

各言語のチェックリストは、右記にアクセスをしてご確認ください。

（厚生労働省ウェブサイト内）

「裏面」に感染拡大防止のポイントを記載しています。
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「職場」での感染拡大防止ポイント
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「職場外」での感染拡大防止のポイント
寄宿舎や寮など、共同生活をしている場合は、特に以下の取り組みをお願いします。
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席の配置は斜め向かいにしましょう。
（正面や真横はなるべく避ける）
箸やコップの使い回しは避けましょう。

食事は少人数、短時間にしましょう
しょくじ しょうにんずう たんじかん

出身地域によっては日本が寒く感じる
かもしれませんが閉め切りは避けましょう。

こまめに空気を入れ換えましょう
くうき い か

使い回しは避けましょう
どうしても共用する必要がある設備などは
使用前後での手洗いや手指消毒を徹底しましょう。

つか まわ さ

ラッシュを避けての移動に努めましょう。
車内換気に協力しましょう。

大人数での移動や密集を避け、
マスクなしでの会話を控えましょう

おおにんずう いどう みっしゅう さ

かいわ ひか



厚生労働省
新型コロナウイルス
接触確認アプリ
COVID-19 Contact Confirming Application

厚生労働省
ウェブサイト

自分をまもり、大切な人をまもり、
地域と社会をまもるために、
接触確認アプリをインストールしましょう。

接触確認アプリは、新型コロナウイルス感染症の
感染者と接触した可能性について、通知を受け取
ることができる、スマートフォンのアプリです

○本アプリは、利用者ご本人の同意を前提に、
スマートフォンの近接通信機能（ブルートゥー
ス）を利用して、お互いに分からないようプラ
イバシーを確保して、新型コロナウイルス感染
症の陽性者と接触した可能性について、通知を
受けることができるアプリです。

○利用者は、陽性者と接触した可能性が分かるこ
とで、検査の受診など保健所のサポートを早く
受けることができます。利用者が増えることで、
感染拡大の防止につながることが期待されます。

1メートル以内、15分以上の接触した可能性

・接触に関する記録は、端末の中だけで管理し、外にはでません
・どこで、いつ、誰と接触したのかは、互いにわかりません

※端末の中のみで接触の情報（ランダムな符号）を記録します
※記録は14日経過後に無効となります
※連絡先、位置情報など個人が特定される情報は記録しません
※ブルートゥースをオフにすると情報を記録しません

新型コロナウイルス接触確認アプリのインストールをおねがいします

＊画面イメージ

新型コロナウイルス感染症対策推進室
情報通信技術(IT)総合戦略室内閣官房

iPhoneの方はこちら Androidの方はこちら 詳しくはこちら

（略称：COCOA）

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ



問１ 接触確認アプリとは、どのようなものですか。
利用者ご本人の同意を前提に、スマートフォンの近接通信機能（ブルートゥース）を利用して、お互いに分からないよう
プライバシーを確保して、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について、通知を受けることができます。
なお、本アプリはApple社とGoogle社が提供しているアプリケーション・プログラミング・インターフェイス(API)を元に開発し
ています。

問２ アプリを利用することで、どのようなメリットがありますか。
利用者は、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性が分かることで、検査の受診など保健所のサポート

を早く受けることができます。利用者が増えることで、感染拡大の防止につながることが期待されます。

問３ 他の利用者との接触をどのように記録するのですか。
スマートフォンの近接通信機能（ブルートゥース）を利用して、ほかのスマートフォンとの近接した状態（概ね１メートル
以内で15分以上）を接触として検知します。近接した状態の情報は、ご本人のスマートフォンの中にのみ暗号化して記
録され、14日が経過した後に自動的に無効になります。この記録は、端末から外部に出ることはなく、利用者はアプリを
削除することで、いつでも任意に記録を削除できます。

ご利用のスマートフォン同士が、概ね１メートル以内の距離で15分以上の近接した状態にあった場合、接触として検
知される可能性が高くなります。機器の性能や周辺環境（ガラス窓や薄い障壁など）、端末を所持する方向などの条
件や状態により、計測する距離や時間に差が生じますので、正確性を保証するものではありません。

問４ 個人情報が収集されることはないですか。
氏名・電話番号・メールアドレスなどの個人の特定につながる情報を入力いただくことはありません。他のスマートフォンと
の近接した状態の情報は、暗号化のうえ、ご本人のスマートフォンの中にのみ記録され、14日の経過した後に自動的に
無効になります。行政機関や第三者が接触の記録や個人の情報を利用し、収集することはありません。

問５ 位置情報を利用するのですか。
GPSなどの位置情報を利用することはなく、記録することもありません。

問６ 他の利用者との接触を検知する目安はありますか。

問８ アプリでは、どのような通知がきますか。
新型コロナウイルス感染症の陽性者が、本人の同意のもと、陽性者であることを登録した場合に、その陽性者と過去

14日間に、概ね１メートル以内で15分以上の近接した状態の可能性があった場合に通知されます。通知を受けた後
は、ご自身の症状などを選択いただくと、帰国者・接触者外来等の連絡先が表示され、検査の受診などが案内されます。

問９ 新型コロナウイルス感染症の陽性者がアプリで登録したら通知はすぐにきますか。
利用者への通知は、１日１回程度となっております。アプリへの登録のタイミングによっては、すぐに通知されない場合が
あります。なお、アプリの設定で「通知をON」にしていただくと、通知があった場合に画面上に通知メッセージが表示されます。

問10 新型コロナウイルス感染症の陽性者と診断されましたが、アプリで登録しなかったらどうなりますか。

陽性者と診断された場合に、アプリへの登録は、利用者の同意が前提であり、任意です。登録いただくことで、あなたと
接触した可能性がある方が、検査の受診など保健所のサポートを早く受けることができます。

問11 陽性者との接触の可能性が確認されたとの通知を受けたら、何をすればいいですか。
アプリの画面に表示される手順に沿って、ご自身の症状などを選択いただくと、帰国者・接触者外来などの連絡先が表
示され、検査の受診などをご案内します。

問12 厚生労働省ではアプリで得た情報を何に利用するのですか。
厚生労働省では、アプリにより、利用者のデータを利用し、収集することはありません。利用者に氏名・電話番号などの
個人情報を入力いただくこともありません。

問７ 利用はいつでも中止できますか。
いつでも任意にアプリの利用を中止し、アプリを削除することで、すべての過去14日間分までの記録を削除できます。

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 接 触 確 認 ア プ リ 利 用 者 向 け Q & A
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新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合における 

衛生上の職場の対応ルール（例） 

 

 

※ この対応ルール（例）は、職場に新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者が発生した

場合の対応に当たって参考となるよう、企業の取組事例を取りまとめたものです。職場の

実態に応じて、ご活用ください。 

※ 職場の対応ルールを定めた場合には、事業場の掲示板等に掲示するとともに、メールや

社内のイントラネット等の複数の媒体で労働者に周知願います。 

 

１ 労働者が陽性者等であると判明した場合の事業者（社内担当者）への報告

に関すること 

（１）ＰＣＲ検査等を実施することが決定した段階で、速やかに所属長に報告

する。また、検査の結果が判明した際には、その結果を速やかに所属長に

報告する（結果が陰性であった場合も含む）。 

（２）報告を受けた所属長は、事業場の人事担当部門（新型コロナウイルス対

策本部や対応窓口が設置されている場合には当該部門）に報告する。 

（３）健康情報の取扱いは、必要最小限の関係者に限るものとする。 

※ 健康情報取扱規程を定めている場合には、その取扱に準じて健康情報の取扱を行

う関係者を定めることとする。 

 

２ 労働者が陽性者等であると判明した場合の保健所との連携に関すること 

労働者が陽性者等であると判明した場合には、濃厚接触者の自宅待機など

の保健所の指示に従うとともに、保健所による積極的疫学調査が実施される

場合に備え、事業場ごとに保健所との窓口となる担当者を決めておく。ま

た、陽性者等の勤務状況や在籍する部署の座席表、フロアの見取り図を準備

しておく。 

 

３ 職場の消毒等が必要になった場合の対応に関すること 

職場の消毒等については、保健所等より指示がある場合にはその指示に従

い、特段の指示が無い場合には、以下の方法によって実施する。 

（１）消毒を行う箇所 

① 陽性者等の執務室 

パソコン、タブレット、電話、ＦＡＸ、コピー機などの電子機器、陽性



者等の椅子や机、キャビネット、ドアノブ、照明スイッチ、床面や壁など

陽性者等が接触したと考えられる箇所 

② 食堂、ロッカールーム、トイレなどの共有スペース 

食堂の椅子やテーブル、会議室の椅子やテーブル、ロッカールームのド

アノブや照明スイッチ、階段の手すり、トイレの便座など陽性者等が接触

したと考えられる箇所 

（２）使用する消毒液及び使用方法 

陽性者等の周囲の高頻度接触部位などは、消毒用アルコール又は 0.05%の

次亜塩素酸ナトリウムによる清拭で高頻度接触面や物品等を消毒する。陽性

者由来の液体（痰、血液、排泄物など）が付着した箇所の消毒については、

消毒用エタノールや 0.05～0.5％次亜塩素酸ナトリウムで清拭又は 30 分間

浸漬する。 

（３）消毒時に使用する保護具 

清掃、消毒を行う者は、手袋、マスク、ゴーグル等の眼を防護するものな

どの保護具を着用する。清拭には使い捨てのペーパータオルなどを用いる。

また、手袋は滅菌したものでなくても差し支えないが、頑丈で水を通さない

材質のものを用いる。 

（４）消毒後の手指の衛生 

消毒の実施後は、手袋を外した後に流水・石鹸による手洗い、手指消毒用

アルコール等による手指の衛生を必ず行う。 



労働者が就業中に新型コロナウイルス感染症に感染・発症し、
休業した場合には、労働者死傷病報告の提出が必要となります。

事業場で働く従業員の皆様が新型コロナウイルス感染症により
休業した場合には、遅滞なく、事業場を所轄する労働基準監督署
に労働者死傷病報告を提出してください。

※ ご提出の際は、電子申請や郵送の積極的な活用をお願いいたします。

事業者は、以下のような場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告を労働基
準監督署長に提出しなければなりません。

（労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97条）

(1)労働者が労働災害により死亡し、又は休業したとき
(2)労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき
(3)労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、

又は休業したとき

※ 労働者死傷病報告を提出せず、若しくは、虚偽の報告をした場合は、いわゆる「労災か
くし」として、50万円以下の罰金に処されることがあります。

新型コロナウイルス感染症による労働災害も

労働者死傷病報告の提出が必要です。

https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

「労働者死傷病報告はどうやって作成すればいいの？」

労働者死傷病報告は、定められ
た様式（OCR式帳票）を用いて作
成する必要があります。

専用の様式は、最寄りの労働基
準監督署で配布しているほか、
「労働安全衛生法関係の届出・申
請等帳票印刷に係る入力支援サー
ビス」により、インターネット上
で簡単に入力し、作成した帳票を
印刷することができます。

⇒ 新型コロナウイルス感染症による場合の記載例はウラ面参照

従業員が新型コロナウイルス感染症により休業された事業者の皆様へ

～職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために～
チェックリストを活用し、職場における感染拡大防止のための基本

的な対策の実施状況についてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000622716.pdf#page=36

https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000622716.pdf#page=36
Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ



１３１１１１２３４５６０００００００ 医療、福祉業

ウセ イカ イ ロ ウ

医 療 法 人 厚 生 会 労

１００ ×××× ００１

千代田区霞ヶ関○-○-○ ０３ ▲ ▲▲ ▲

９０２０４０１ １５ ０

３ 新型コロナウイル
ス感染による肺炎

呼吸器 勤務地内

救急病棟に勤務中、○月○日に救急患者

（後日、ＰＣＲ検査の結果陽性判定）の吸

熱の症状が見られたため、ＰＣＲ検査を実

施したところ、４月２日に陽性判定となり、

和２ ４ １０令

霞ヶ関

医療法人 厚生会労働病院

病院長 安衛 法子

ロ ウド ウ タ ロ ウ

働 太 郎

働 病 院

コ ド ウビ ョ ウ イ ン

× ×× ×

０

労

７０１０１０１

１２看護師

○32

○

○

引処置に当たった看護師に４月１日から発

同日から入院したもの。

勤務中は防護衣とマスクを着用していた。

事務長 厚生 太郎

記入例

法人ではなく、
事業場全体の
労働者数を記
入してください。

陽性判定日ではなく、
傷病名に記載した症
状が現われた日付
を記入してください。

記載例のとおりに記入し
てください。
※ 医師の診断結果が記載例と異

なる場合にはその内容を記入

感染から発症までの
経緯を簡潔に記入し
てください。

左記の災害発生状況
及び原因以外に記載
すべき事項がなけれ
ば記載不要です。

感染場所ではなく、
傷病名に記載した症
状が現われた場所
を記入してください。

事業場を代表する者
など、報告権限を有す
る方が記入てください。

記名・押印に代え
て、署名によるこ
とができます。

被災者が複数いる
場合は、被災者ごと
に報告する必要が
あります。

R2.5
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別紙15 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に係る労災認定事例 

 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に係る労災請求のご参考となるよう、労災

認定の具体的な事例について概要をご紹介します。 

なお、同感染症の労災認定の考え方について示した令和２年４月 28 日付け基補発

0428 第１号「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱い」（以下「通知」と

いいます。）に記載している事項に沿って、職種に着目して事例をご紹介します。 

 

１ 医療従事者等の事例（通知 記の２の（１）のア） 

【考え方：医師、看護師、介護従事者等の医療従事者等が新型コロナウイルスに感染し

た場合は、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として労災保険給付の

対象となる】 

 

事例１）医師 

   Ａ医師が診察した患者に発熱等の症状がみられ、その患者は後日新型コロナウイ

ルスに感染していたことが判明した。その後、Ａ医師は発熱等の症状が出現し、濃

厚接触者としてＰＣＲ検査を行ったところ、新型コロナウイルス感染陽性と判定さ

れた。 

   労働基準監督署における調査の結果、Ａ医師は、業務外で感染したことが明らか

ではなかったことから、支給決定された。 

事例２）看護師 

   Ｂ看護師は、日々多数の患者に対し、問診、採血等の看護業務に従事していたと

ころ、頭痛、発熱等の症状が続き、ＰＣＲ検査で新型コロナウイルス感染陽性と判

定された。 

   労働基準監督署における調査の結果、Ｂ看護師は、業務外で感染したことが明ら

かではなかったことから、支給決定された。 

事例 3）介護職員 

   介護職員のＣさんは、訪問介護利用者宅で介護業務に従事していたところ、利用

者に新型コロナウイルス感染が確認されたため、濃厚接触者としてＰＣＲ検査を受

けた結果、新型コロナウイルス感染陽性と判定された。 

労働基準監督署における調査の結果、Ｃさんは、業務外で感染したことが明らか

ではなかったことから、支給決定された。 

事例 4）理学療法士 

   Ｄ理学療法士は、病院のリハビリテーション科で業務に従事していたところ、院

内で新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生し、複数の医師の感染が確認さ

れた。それらの医師と接触歴があったＤ理学療法士にも、咳、発熱等の症状が出現

し、ＰＣＲ検査で新型コロナウイルス感染陽性と判定された。 

労働基準監督署における調査の結果、Ｄ理学療法士は、業務外で感染したことが
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明らかではなかったことから、支給決定された。 

 

 

２ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定された場合の事例（通知 記の２

の（１）のイ） 

【考え方：感染源が業務に内在していることが明らかな場合は、労災保険給付の対象と

なる】 

 

事例５）飲食店店員 

飲食店店員のＥさんは、店内での業務に従事していたが、新型コロナウイルス感

染者が店舗に来店していたことが確認されたことから、ＰＣＲ検査を受けたところ

新型コロナウイルス感染陽性と判定された。 

また、労働基準監督署における調査の結果、Ｅさん以外にも同時期に複数の同僚

労働者の感染が確認され、クラスターが発生したと認められた。 

以上の経過から、Ｅさんは新型コロナウイルスに感染しており、感染経路が特定

され、感染源が業務に内在していたことが明らかであると判断されたことから、支

給決定された。 

事例６）建設作業員 

   建設作業員のＦさんは、勤務中、同僚労働者と作業車に同乗していたところ、後

日、作業車に同乗した同僚が新型コロナウイルスに感染していることが確認された。

Ｆさんはその後体調不良となり、ＰＣＲ検査を受けたところ新型コロナウイルス感

染陽性と判定された。 

   また、労働基準監督署における調査の結果、Ｆさんについては当該同僚以外の感

染者との接触は確認されなかった。 

以上の経過から、Ｆさんは新型コロナウイルスに感染しており、感染経路が特定

され、感染源が業務に内在していたことが明らかであると判断されたことから、支

給決定された。 
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３ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されない場合の事例（通知 記の

２の（１）のウ） 

【考え方：感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考え

られる業務（複数の感染者が確認された労働環境下での業務や顧客等との近接や接触

の機会が多い労働環境下での業務など）に従事し、業務により感染した蓋然性が高い

ものと認められる場合は、労災保険給付の対象となる】 

 

事例７）小売店販売員 

小売店販売員のＧさんは、店頭での接客業務等に従事していたが、発熱、咳等の

症状が出現したため、ＰＣＲ検査を受けたところ新型コロナウイルス感染陽性と判

定された。 

労働基準監督署において調査したところ、Ｇさんの感染経路は特定されなかった

が、発症前の１４日間の業務内容については、日々数十人と接客し商品説明等を行

っていたことが認められ、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務に従事して

いたものと認められた。 

一方、発症前１４日間の私生活での外出については、日用品の買い物や散歩など

で、私生活における感染のリスクは低いものと認められた。 

医学専門家からは、接客中の飛沫感染や接触感染が考えられるなど、当該販売員

の感染は、業務により感染した蓋然性が高いものと認められるとの意見であった。 

以上の経過から、G さんは、新型コロナウイルスに感染しており、感染経路は特

定されないが、従事した業務は、顧客との近接や接触が多い労働環境下での業務と

認められ、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと判断されるこ

とから、支給決定された。 

事例８）タクシー乗務員 

タクシー乗務員の H さんは、乗客輸送の業務に従事していたが、発熱の症状が出

現したため、ＰＣＲ検査を受けたところ新型コロナウイルス感染陽性と判定された。 

労働基準監督署において調査したところ、H さんの感染経路は特定されなかった

が、発症前の１４日間の業務内容については、日々数十人の乗客（海外や県外から

の乗客を含む）を輸送する業務を行っていたことが認められ、感染リスクが相対的

に高いと考えられる業務に従事していたものと認められた。 

一方、発症前１４日間の私生活での外出については、日用品の買い物などで、私

生活における感染のリスクは低いものと認められた。 

医学専門家からは、飛沫感染が考えられるなど、当該乗務員の感染は、業務によ

り感染した蓋然性が高いものと認められるとの意見であった。 

以上の経過から、H さんは、新型コロナウイルスに感染しており、感染経路は特

定されないが、従事した業務は、顧客との近接や接触が多い労働環境下での業務と

認められ、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと判断されるこ

とから、支給決定された。 


